
      

   

２０２２軽検検第７５号 

令 和 ４年 ５月 ２０ 日 

 

 

各事務所長 殿 

各支所長 殿 

各分室長 殿 

 

検 査 部 長 

 

 

特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 

「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為として本年

５月２３日より可能となる委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年

５月２０日付け軽検検第７４号、以下「理事長通達」という。）により定めたところですが、その

運用については別紙のとおりとしますので、留意願います。 

なお、当該運用については、国土交通省自動車局整備課長、日本行政書士会連合会会長、一般

社団法人日本自動車整備振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及び一

般社団法人全国軽自動車協会連合会会長あて、別添のとおり通知したことを申し添えます。 
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２０２２軽検検第７５号の２ 

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日 

 

 

国土交通省自動車局整備課長 殿 

 

 

軽自動車検査協会検査部長     

 （公印省略）    

 

特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 

「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為として本年

５月２３日より可能となる委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年

５月２０日付け軽検検第７４号、以下「理事長通達」という。）により定めたところですが、その

運用については別紙のとおりとしましたので、報告致します。 

なお、当該運用につきましては、各事務所長、各支所長及び各分室長並びに関係団体に別添の

とおり通知していることを申し添えます。 

  




